
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター 

優良品種・技術評価委員会設置要領 

 

２１森林林育第３７号  

平成２１年５月１３日  

最終改正：令和３年３月１１日（２森林林育第０２１３０１号） 

 

（委員会の目的） 

第１条 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター

（以下「林木育種センター」という。）は、国立研究開発法人森林研究・

整備機構法（平成１１年１２月２２日法律第１９８号）第３条「機構の目

的」で定めるところの林木の優良な種苗の生産及び配布等を行うに当た

り、林木の優良な新品種の開発にかかる評価を行うとともに、優良育種技

術を有する者にかかる評価を行うため、優良品種・技術評価委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

 

（委員会の所掌範囲） 

第２条 委員会は、品種の種別ごとの評価基準をあらかじめ定めるものとする。 

  ２ 委員会は、林木育種センターが別に定める品種の種別ごとの「品種開発

実施要領」などに基づき調査・検定を行った評価対象系統について、第１項

の評価基準を満たしているか評価する。 

  ３ 委員会は、林木育種センター、都道府県や民間等から申請があった場合、

その評価対象系統について第１項の評価基準を満たしているか評価を実施

する。 

４ 委員会は、優良育種技術にかかる認定基準をあらかじめ定め、候補者を

審査し、優良育種技術を有する者を認定する。 

 

（委員の構成） 

第３条 委員会の委員は林木育種センター所長、育種部長と外部委員とする。 

  ２ 外部委員は、学識経験者、森林経営者、都道府県関係者、苗木生産者と

し、３名以上とする。 

  ３ 外部委員は、林木育種センター所長が委嘱する。 

４ 委員長は、委員の互選とし、委員会の会務を総括する。 

  ５ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（委員会の開催） 

第４条 委員会は、原則年２回開催する。ただし、申請状況に応じて開催の回数は

変わることとする。 

  ２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、

緊急を要するなどの場合には、書面審査を行うことができる。 

  ３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員



 

長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係者の 

出席を求めることができる。 

   

（申請内容の事前確認） 

第５条 申請があった場合、委員長は委員会の開催前に指名する林木育種センタ

ー職員に申請内容の確認を実施させることができる。 

  ２ 申請の内容に不備があった場合、第１項で指名された職員は、申請者に

対し不備の内容を通知するとともに、評価に必要な事項等の追加の提出を

求めることができる。 

 

（申請にかかる事項） 

第６条 評価の対象となる品種の種別、申請の際に提出が必要な事項等について

は、別紙１「優良品種の評価申請について」に定めるところによるもの

とする。 

  ２ 評価に関して必要な経費については、別紙２「優良品種評価申請に必要

な経費」に定め、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所は

その金額を申請者に請求するものとする。 

 

（評価結果の通知・公表） 

第７条 林木育種センターは、委員会の評価結果を申請者に郵送にて通知する。 

  ２ 林木育種センターならびに申請者は、評価された優良品種について、ホ

ームページ等により広く公表することとする。 

 

（庶 務） 

第８条 委員会の庶務は、育種第一課において処理する。 

 

  附則（２１森林林育第３７号関係） 

    この要領は、平成２１年５月１５日から施行する。 

  附則（１３林育第２０１号関係） 

    「新品種開発委員会開催要領」は、平成２１年５月１４日をもって廃止す  

る。 

  附則（平成２３年１２月１日 ２３森林林育第２１９号） 

    この要領は、平成２３年１２月１日から施行する。 

  附則（平成２４年１月１８日２３森林林育第２５３号） 

    この要領は、平成２４年１月１８日から施行する。 

  附則（平成２７年３月２４日 ２６森林林育第１２６号） 

    この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附則（平成２９年３月２４日 ２８森林林育第１１１号） 

    この要領は、平成２９年３月２４日から施行する。 

附則（平成２９年３月３０日 ２８森林林育第１１１号） 



 

    この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則（令和元年１０月９日 元森林林育第０４１６０２号） 

  この要領は、令和元年１０月９日から施行する。 

附則（令和３年３月１１日 ２森林林育第０２１３０１号） 

  この要領は、令和３年３月１１日から施行する。 

 

 



 

別紙１ 

優良品種の評価申請について 

 

 

１ 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター優良

品種・技術評価委員会設置要領（平成２１年５月１３日付け２１森林林育第３

７号）第６条第１項の申請にかかる事項については以下のとおりとする。 

 

２ 評価の対象となる系統は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研

究所林木育種センターが定める品種の種別ごとの「品種開発実施要領」に基づ

き調査・検定が行われた優良品種評価対象系統とする。 

  ただし、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種セン

ター以外からの評価の申請については、当面のところ「花粉症対策品種」、「マ

ツノザイセンチュウ抵抗性品種」を対象とすることとする。 

 

３ 申請に当たっては、以下の申請書類（含む電子データ）を添付すること。 

  （１）申請書 

様式１により、申請者・連絡先・申請する評価対象系統の一覧等を記載

する。 

  （２）説明書 

様式２により、評価対象系統ごとに、樹種・品種の種別・評価対象系統名

・育成経過の概要等を記載する。 

  （３）特性データ 

調査・検定の手法・数量、調査・検定結果及びその他評価対象個体の特性

を示すデータ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙２ 

 

優良品種評価申請に必要な経費 

 

１ 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター優良

品種・技術評価委員会設置要領（平成２１年５月１３日付け２１森林林育第３

７号）第６条第２項の申請にかかる経費については以下のとおりとする。 

 

２ 申請料は１評価対象系統につき５，０００円（消費税抜）とするが、別表の区

分により、申請料の全部または一部を免除することができるものとする。 

 

３ 研究所は要領第５条第１項の申請内容の確認に旅費等の経費が必要になった

場合、申請料に加えて必要となる経費の実費を請求することができる。 

 

４ 上の２および３について、研究所からの申請については徴しないものとする。 

 

５ 上の２および３について、研究所は申請者に請求書を発行し、申請者は請求

書に基づいて支払うものとする。 



 

（様式１） 

文書記号番号 

 

優良品種評価申請書 

 

申請日：令和○○年○月○○日 

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 

森林総合研究所林木育種センター所長 殿 

 

申請者名：○○ ○○  印 

 

 次のとおり、優良品種の評価を申請します。 

 

１ 本申請にかかる優良品種評価対象系統の数：例 ４ 

 

２ 本申請にかかる優良品種評価対象系統の品種の種別・樹種・名称 

 例 花粉症対策品種 

  スギ   ○○×号 

  スギ   ○○×号 

  スギ   ○○×号 

  ヒノキ     ○○×号 

 

３ 申請担当者の連絡先 

担当者名：○○○○ 

住所：○○県○○市○○町○○番地 

電話番号：○○○○-○○−○○○○ 

Fax 番号：○○○○-○○−○○○○ 

Email：○○○○@○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 
・本様式により、優良品種評価の申請ごとに申請書を提出すること。 

・様式２により、評価対象系統ごとに説明書を提出すること。 

・別紙（A4用紙）に、評価対象系統が優良であることを示す次のデータを添付すること。（１）調査・検定結果の手

法・数量等、（２）調査・検定結果、（３）その他評価対象系統の特性を示すデータ。同じ品種の種別の複数評価対

象系統を同時に申請する場合は一括して提出することができる。電子データも送付すること。



 

（様式２） 

説明書 

 

１ 樹種（学名）：○○（○○○○ ○○○○） 

２ 品種の種別：○○ 

３ 評価対象系統名（よみ）：○○○○（○○○○○○○○） 

４ 評価対象系統の選抜地：○○県○○市○○ ○○林班○○小班 

５ 評価対象系統の増殖方法：  

６ 利用上の留意事項： 

 

 

 

７ 評価対象系統の育成経過の概要： 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

８ 評価対象系統の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本様式により、評価対象系統ごとに説明書を提出すること。 

・「評価対象系統の育成経過の概要」欄には、選抜・検定などの育成経過について概要を記載すること。 

・別紙（A4 用紙）に、評価対象系統が優良であることを示す次のデータを添付すること。（１）調査・検定結果の手

法・数量等、（２）調査・検定結果、（３）その他評価対象系統の特性を示すデータ。同じ品種の種別の複数評価

対象系統を同時に申請する場合は一括して提出することができる。電子データも送付すること。 



 

 

 

別表

依頼者

・国
・地方公共団体
・特殊法人
・公共組合
・国立研究開発法人
等
・認可法人
・特別民間法人
・組合等登記令（昭
和39年制令　29号）
別表の法人
・農協
・漁協
・日本学術会議の研
究団体に指名された
学術団体
・理事長が認める者

・公益社団法人及び公
益財団法人
・協同組合（ただし、
農協及び漁協は除く）
・鉱工業技術研究組合
・公益を目的とする任
意団体

・株式会社
・有限会社
・合資会社
・合名会社
・一般社団法人及び
一般財団法人
・公益を目的としな
い任意団体等
・個人

経費 免除可 系統数×5000円×50％ 系統数×5000円
消費税 消費税法及び地方税法で定められた税率に相当する税



 

 


